
社会を明るくする運動とは？

①犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生（立ち直り）について理解を深めること

②それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとすること

を目的とした運動です

主催 “社会を明るくする運動”合志市推進委員会

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

【テーマ 】

「犯罪・非行のない地域社会づくり」や「犯罪・非行をした人の立ち直り」

【応募要件】

 対象  合志市内の小・中学生

 応募作品 上記テーマに関する作文※題名は自由です

      ４００字詰原稿用紙 ３～５枚程度

 締め切り  令和 4 年９月 7 日（水曜日）

 応募方法  各学校に提出して下さい

 その他   応募者全員に参加賞を贈ります。また、応募作品の中か

ら優秀作品の表彰および県への推薦を行います。

       ※優秀作品者については、報道機関、市広報紙、ホー

ムページで氏名等を掲載する場合があります。

家庭や地域で

私たちができること

は何かあるかな？

犯罪や非行を

なくすためには、

どうすれば

いいだろう？

“社会を明るくする運動”についての

詳細はこちら（法務省ホームページ）☞


